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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折りたたまれて梱包される床暖房用温水マットであって、
　埋込み溝が形成されたマット基材と、
　前記埋込み溝に保持される内蔵配管と、
　前記マット基材の切り欠き部分に配置され、ステコンパネに開けられた貫通口を通る外
部配管を接続して、熱源器から送られた温水を前記内蔵配管に流すヘッダーと、
　前記マット基材の上面を覆う被覆材と、
　前記ヘッダーの上面を覆うとともに、長尺であって梱包時には折り曲げられて前記ヘッ
ダーの下面まで覆い、施工時には先端が前記マット基材の裏から表に出されて施工作業者
に対する釘打ちを禁止する範囲のメッセージを表示する帯シートと、
を有する床暖房用温水マット。
【請求項２】
　請求項１に記載の床暖房用温水マットにおいて、
　前記帯シートは、ステコンパネの規定位置に開けられた貫通口に前記外部配管を通した
場合に、フローリング材をダミーコンパネに固定する釘が、床を貫通して前記外部配管を
傷つけるおそれがある範囲に、施工作業者に釘打ちを禁止することのメッセージを表示す
る、
床暖房用温水マット。
【請求項３】
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　請求項２に記載の床暖房用温水マットにおいて、
　前記帯シートには、前記釘打ちを禁止することのメッセージの下に、施工作業者に前記
外部配管に注意することのメッセージを表示する、
床暖房用温水マット。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の床暖房用温水マットの施工方法であって、
　前記帯シートの先端を裏から表に出してステコンパネに敷設するマット敷設工程と、
　マット基材の縁に合わせてダミーコンパネを敷設するダミーコンパネ敷設工程と、
　前記帯シートの釘打ちを禁止するメッセージが表示された領域を外してフローリング材
を、前記ダミーコンパネに釘打ちする釘打ち工程と、
を含む床暖房用温水マットの施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、床暖房に使用される温水マット及びその施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載されているように、従来の床暖房では、温水パイプ（内蔵配管）２ａ
などの放熱部材が収納された床暖房用温水マット３の表面にフローリング材４が配置され
る。温水マット３には小根太５が配置され、この小根太５に温水パイプ２ａが横断できる
箇所が形成されている（特許文献１の図５）。フローリング材４は、長手方向Ａが小根太
５と直交するように配置されて小根太５に釘打ち固定される（特許文献１の図３）。ここ
で、フローリング材４が釘打ち固定される際に、小根太５を横断している温水パイプ２ａ
の部分２ｂに誤って釘が打ち込まれてしまうことが少なくない。そこで、特許文献１では
、温水パイプ２ａが横断する小根太５の部位５ｂの上に、釘打ち防止用表示シール８が貼
付されている。このシール８を確認することで、施工作業者が、小根太５ではなく温水パ
イプ２ａに釘打ちしてしまう事態が防止される。
【０００３】
　ところで、ヘッダー（接続金具）を内蔵しておき、このヘッダーに外部配管を接続する
ようにしたタイプの温水マットが広く採用されている（特許文献２参照）。このようなタ
イプでは、ヘッダーに接続された外部配管が床下に配策されるが、その床下の外部配管に
釘打ちしてしまう可能性があった。そこで、施工作業者はそのような事態に陥らないよう
に十分注意して作業をしていたが、何らかの方策を施しておくことが望ましい。
【０００４】
　また近時は、特許文献３に記載されているような、折りたたんだ状態で梱包して施工現
場に搬入する温水マットが広く使用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２７６９６１号公報
【特許文献２】特開２０００－２４９３５３号公報
【特許文献３】特開２００７－０９３０２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　温水マットの表面には、熱伝達を向上すべく全面的にアルミ箔が貼られている。このよ
うな構造の場合、梱包時に折りかたを誤るとアルミ箔を傷つけるおそれがある。これにつ
いて図面を用いて説明する。
【０００７】
　図１４は、温水マットの通常の折りたたみ方を説明する図である。
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【０００８】
　通常、梱包作業者は以下のように折りたたむ。
【０００９】
　まず、図１４（Ａ）に示されるように、ヘッダー１３０の上面のアルミ箔をめくってお
き、右側マット基材１１Ｒが中央マット基材１１Ｃに重なるように折る。
【００１０】
　このようにすると、図１４（Ｂ）に示されるように、右側マット基材１１Ｒ及び中央マ
ット基材１１Ｃに貼付されたアルミ箔は内側になり露出しないが、左側マット基材１１Ｌ
に貼付されたアルミ箔は露出している。続いて左側マット基材１１Ｌが右側マット基材１
１Ｒに重なるように折る。
【００１１】
　このようにすると、図１４（Ｃ）に示されるように、ヘッダー１３０は、右側マット基
材１１Ｒの裏面（アルミ箔が貼付されていない面）に当接するとともに、ヘッダー１３０
の裏面が露出した状態になる。これをダンボール等に梱包する。この状態では、ヘッダー
１３０は、アルミ箔には当接しないので、ヘッダー１３０が、アルミ箔を傷つけることは
ない。真鍮等で造られるヘッダー１３０は、マット基材に当接するが、マット基材は、た
とえは発泡ポリエチレンやポリスチレンフォームで形成されているので、ヘッダー１３０
が当接しても傷つかない。
【００１２】
　図１５は、温水マットの誤った折りたたみ方を説明する図である。
【００１３】
　しかしながら、梱包作業者が誤って以下のように折りたたむことがある。
【００１４】
　まず図１５（Ａ）に示されるように、ヘッダー１３０の上面のアルミ箔をめくって、次
に左側マット基材１１Ｌが中央マット基材１１Ｃに重なるように折る。続いて図１５（Ｂ
）に示されるように、右側マット基材１１Ｒが左側マット基材１１Ｌに重なるように折る
。
【００１５】
　このようにすると、図１５（Ｃ）に示されるように、ヘッダー１３０は、片面が中央マ
ット基材１１Ｃに貼付されたアルミ箔に当接するとともに、ヘッダー１３０の裏面が右側
マット基材１１Ｒに貼付されたアルミ箔に当接した状態になる。このような状態でダンボ
ール等に梱包すると、施工現場まで搬送される途中で、トラック等の振動によってヘッダ
ー１３０が上下に動き、アルミ箔を傷つけてしまうおそれがある。
【００１６】
　そこで従来は、ヘッダー１３０の上面及び下面をテープで覆うことで、ヘッダー１３０
がアルミ箔に直接当接しないようにしている。
【００１７】
　ところが、このようにヘッダー１３０の上面及び下面をテープで覆うことは、煩雑であ
った。
【００１８】
　本発明は、このような従来の問題点に着目してなされた。本発明の目的は、床下に配策
される外部配管に釘打ちしてしまうことを防止でき、また万一、梱包作業者が梱包時に折
り間違えても、ヘッダーがアルミ箔を傷つけてしまうことのない床暖房用温水マット及び
その施工方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は以下のような解決手段によって前記課題を解決する。なお、理解を容易にする
ために本発明の実施形態に対応する符号を付するが、これに限定されるものではない。ま
た符号を付して説明した構成は適宜代替しても改良してもよい。
【００２０】
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　第１の発明は、折りたたまれて梱包される床暖房用温水マット（１０）であって、埋込
み溝（１１ａ）が形成されたマット基材（１１）と、前記埋込み溝（１１ａ）に保持され
る内蔵配管（１３）と、前記マット基材（１１）の切り欠き部分に配置され、ステコンパ
ネ（２３）に開けられた貫通口（Ｈ）を通る外部配管（４０）を接続して、熱源器から送
られた温水を前記内蔵配管（１３）に流すヘッダー（１３０）と、前記マット基材（１１
）の上面を覆う被覆材（１４）と、前記ヘッダー（１３０）の上面を覆うとともに、長尺
であって梱包時には折り曲げられて前記ヘッダー（１３０）の下面まで覆い、施工時には
先端が前記マット基材（１１）の裏から表に出されて施工作業者に対する釘打ちを禁止す
る範囲のメッセージを表示する帯シート（１００）と、を有する床暖房用温水マット（１
０）である。
【００２１】
　第２の発明は、第１の発明において、前記帯シート（１００）は、ステコンパネ（２３
）の規定位置に開けられた貫通口（Ｈ）に前記外部配管（４０）を通した場合に、フロー
リング材（３０）をダミーコンパネ（２４）に固定する釘が、床を貫通して前記外部配管
（４０）を傷つけるおそれがある範囲に、施工作業者に釘打ちを禁止することのメッセー
ジを表示する床暖房用温水マット（１０）である。
【００２２】
　第３の発明は、第２の発明において、前記帯シート（１００）には、前記釘打ちを禁止
することのメッセージの下に、施工作業者に前記外部配管（４０）に注意することのメッ
セージを表示する床暖房用温水マット（１０）である。
【００２３】
　第４の発明は、第２又は第３の発明の施工方法であって、前記帯シート（１００）の先
端を裏から表に出してステコンパネ（２３）に敷設するマット敷設工程と、マット基材（
１１）の縁に合わせてダミーコンパネ（２４）を敷設するダミーコンパネ敷設工程と、前
記帯シート（１００）の釘打ちを禁止するメッセージが表示された領域を外してフローリ
ング材（３０）を、前記ダミーコンパネ（２４）に釘打ちする釘打ち工程と、を含む床暖
房用温水マットの施工方法である。
【発明の効果】
【００２４】
　この態様によれば、床下の外部配管に釘打ちしてしまうことを防止でき、また万一、梱
包作業者が梱包時に折り間違えても、ヘッダーが被覆材を傷つけてしまうことを防止でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、床暖房の基本構造について説明する図である。
【図２】図２は、本発明による床暖房用温水マットの第１実施形態の要部を示す図である
。
【図３】図３は、温水マットの梱包方法を説明する図である。
【図４】図４は、温水マットの梱包方法を説明する図である。
【図５】図５は、温水マットの施工方法を説明する図である。
【図６】図６は、温水マットの施工方法を説明する図である。
【図７】図７は、温水マットの施工方法を説明する図である。
【図８】図８は、温水マットの施工方法を説明する図である。
【図９】図９は、温水マットの施工方法を説明する図である。
【図１０】図１０は、温水マットの施工方法を説明する図である。
【図１１】図１１は、帯シート１００がない（すなわち本実施形態を実施しない）場合に
生じうる問題点について説明する図である。
【図１２】図１２は、帯シート１００がある（すなわち本実施形態を実施する）場合の作
用効果について説明する図である。
【図１３】図１３は、さらなる作用効果を説明する図である。
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【図１４】図１４は、温水マットの通常の折りたたみ方を説明する図である。
【図１５】図１５は、温水マットの誤った折りたたみ方を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
【００２７】
　図１は、床暖房の基本構造について説明する図である。
【００２８】
　最初に、本発明の理解を容易にするために、床暖房の基本的な構造について説明する。
床暖房用温水マット１０は、床２０に敷設されるので、まずはこの床２０について説明す
る。
【００２９】
　床２０は、たとえば木造建築の床であり、複数本の根太２１が等間隔（通常３０３ｍｍ
ピッチ）に並列配置されている。各根太２１の間には断熱材２２が配置されている。断熱
材２２の厚さは、通常、根太２１の厚さと略同じである。根太２１及び断熱材２２の上に
は全体を掩覆するようにステコンパネ２３が敷設されている。このステコンパネ２３は、
たとえば板厚１２ｍｍの合板である。ステコンパネ２３は、根太２１に固定されている。
【００３０】
　温水マット１０は、このステコンパネ２３の上に敷設される。温水マット１０は、通常
、暖房する部屋の床面積の８０％を占める程度に敷設される。温水マット１０の周囲と部
屋の壁との間にはダミーコンパネ２４が敷設される。
【００３１】
　続いて温水マット１０の詳細について説明する。温水マット１０は、支持基材としての
マット基材１１と、小根太１２と、温水パイプ（内蔵配管）１３と、アルミ箔１４とを含
む。
【００３２】
　マット基材１１は、厚みが略１２ｍｍであって平面視において略長方形形状の部材であ
る。マット基材１１には、温水パイプ１３の断面形状に対応した形状の埋込み溝１１ａが
形成されており（詳細は後述）、温水パイプ１３は、この埋込み溝１１ａに保持される。
マット基材１１は、温水パイプ１３の熱を下方に逃がさないように断熱材でできている。
マット基材１１の材質としては、たとえば、断熱機能を持つ発泡ポリエチレン（たとえば
発泡率２０倍）やポリスチレンフォーム等が好適である。マット基材１１は、温水パイプ
１３を所定の位置に保持できれば足り、汎用の断熱パネルやこれに代わる熱伝導部材を用
いてもよい。この場合には熱伝導部材の下に断熱材を敷く必要がある。
【００３３】
　小根太１２は、後述のように、多数の短冊状のフローリング材３０が釘打ち固定される
部材である。小根太１２の厚さは、たとえばマット基材１１と同一の１２ｍｍである。小
根太１２は、マット基材１１の奥の縁から手前に向けて又は手前の縁から奥に向けて延設
される。奥の縁から手前に向けて延設される小根太１２と、手前の縁から奥に向けて延設
される小根太１２とが交互にかつ平行に並べられる。小根太１２の一端１２ａは、マット
基材１１の縁に達しない。小根太１２の一端１２ａからマット基材１１の縁までの間隙は
、フローリング材３０の幅Ｗ（代表的には３０３ｍｍ）よりも狭くなるように設定されて
いる。また、隣り合う小根太１２どうしの間隔及び両端の小根太１２とダミーコンパネ２
４との間は、フローリング材３０の長さ（代表的には１８００ｍｍ）よりも短くなるよう
に（たとえば３０３ｍｍピッチ）、設定されている。
【００３４】
　温水パイプ（内蔵配管）１３は、マット基材１１の埋込み溝１１ａに保持されてマット
基材１１に内蔵される。温水パイプ１３は、熱媒体としての温水（水，水とエチレングリ
コールとの混合液，水とプロピレングリコールの混合液など）が流れる伝熱管である。温
水パイプ１３は、小根太１２の間に作られた敷設路に沿うように蛇行して配策されて、マ
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ット基材１１に支持される。温水パイプ１３としては、たとえば架橋ポリエチレン管，ポ
リプロピレン管，ポリブデン管又は金属管等を使用できるが、特に架橋ポリエチレン管が
好適である。温水パイプ１３は、断面略円形である。架橋ポリエチレン管は、指定されて
いる最小曲げ半径よりも小さく曲げられて施工されると、管が扁平して流量が低下したり
管に大きな応力が残って寿命が低下するおそれがある。そこで指定されている最小曲げ半
径を確保できるように施工される。架橋ポリエチレン管工業会のウェブサイトにも記載さ
れているように、パイプ径（呼び径）が１３ｍｍ以下であれば、最小曲げ半径が１５０ｍ
ｍに定められている。パイプ径（呼び径）が１６ｍｍであれば、最小曲げ半径が２００ｍ
ｍに定められている。パイプ径（呼び径）が２０ｍｍであれば、最小曲げ半径が３００ｍ
ｍに定められている。なおアルミ箔１４との接触面積を増やして伝熱効率を向上させるた
めに、温水パイプ１３の断面形状を楕円形形状としてもよい。
【００３５】
　アルミ箔１４は、マット基材１１，小根太１２及び温水パイプ１３を覆う被覆材であり
、温水パイプ１３からの熱を伝え、又は熱を保持する役割を有する。
【００３６】
　アルミ箔１４の裏面にはノリが付けられており、マット基材１１，小根太１２，温水パ
イプ１３の表面を覆うことで一体化される。ヘッダー１３０部分の表面もアルミ箔１４で
覆うが、後述の外部配管接続工程の作業を円滑に行うことができるように、ヘッダー１３
０部分を覆うアルミ箔１４の裏面はノリが付されていないか、又は、剥離紙等を挟むこと
で、アルミ箔１４とヘッダー１３０間は非接着とされる。
【００３７】
　図２は、本発明による床暖房用温水マットの第１実施形態の要部を示す図である。なお
図２（Ａ）は、アルミ箔１４を貼付する前の床暖房用温水マットを示す平面図である。図
２（Ａ－２）は、図２（Ａ）の断面図である。図２（Ｂ）は、床暖房用温水マットの第１
実施形態の要部を示す平面図である。
【００３８】
　続いて、図２を参照して第１実施形態の構造について説明する。
【００３９】
　図２（Ａ）に示されているように、マット基材１１の一部が切り欠かれていて、その切
り欠き部分にヘッダー１３０が配置される。ヘッダー１３０の厚さは、たとえばマット基
材１１と同一の１２ｍｍである。ヘッダー１３０に、温水パイプ１３が接続される。熱源
器の温水は、ヘッダー１３０に供給され、ヘッダー１３０から温水パイプ１３に流れる。
また床を暖めた温水は、再びヘッダー１３０に戻ってから熱源器に流れる。温水は、この
ようにして温水パイプ１３を循環する。
【００４０】
　マット基材１１には、図２（Ａ－２）に示されるように、温水パイプ１３の断面形状に
対応した形状の埋込み溝１１ａが形成されている。温水パイプ１３は、この埋込み溝１１
ａに保持される。
【００４１】
　そして、図２（Ｂ）に示されているように、マット基材１１，小根太１２及び温水パイ
プ１３を覆うようにアルミ箔１４が貼付され、またヘッダー１３０の上面を隠すように帯
シート１００が設けられている。帯シート１００の全長は、後述するように、温水マット
１０を梱包するときに折り返した部分がヘッダー１３０の裏面を隠蔽可能な長さである。
帯シート１００は、マット基材１１の縁１１ｂから所定の長さＬまで「釘打ち禁止」の文
字が表示されており、その下には「配管注意」の文字及び矢印が表示されている。この所
定長Ｌについては、後述する。なお小根太１２の位置が分かるように、アルミ箔１４には
、裏に小根太１２がある領域が緑色に着色されている。
【００４２】
　（温水マットの梱包方法）
　図３及び図４は、温水マットの梱包方法を説明する図である。



(7) JP 6501355 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

【００４３】
　最初に、図３（Ａ）に矢印で示されるように、帯シート１００がマット基材１１の裏に
折り返される。上述のように、帯シート１００は全長が長いので、折り返した部分がヘッ
ダー１３０の裏面を隠蔽可能である。
【００４４】
　次に、図３（Ｂ）に矢印で示されるように、右側マット基材１１Ｒが中央マット基材１
１Ｃに重なるように折られる。
【００４５】
　続いて、図４（Ａ）に矢印で示されるように、左側マット基材１１Ｌが右側マット基材
１１Ｒに重なるように折られる。
【００４６】
　このようにすると、図４（Ｂ）に示されるように、ヘッダー１３０は、帯シート１００
を介して右側マット基材１１Ｒに当接するとともに、裏面は帯シート１００で覆われた状
態になる。温水マット１０は、このような状態で梱包される。この状態では、ヘッダー１
３０は、アルミ箔には当接せず、帯シート１００を介してアルミ箔に当接するので、施工
現場への搬送途中に、トラック等の振動によってヘッダー１３０が上下に動いても、ヘッ
ダー１３０がアルミ箔を傷つけることはない。
【００４７】
　（温水マットの施工方法）
　図５～図１０は、温水マットの施工方法を説明する図である。なお図５～図９において
、図（Ａ）は平面図、図（Ｂ）は図（Ａ）のＢ－Ｂ断面図である。また図（Ａ）において
は、図面の煩雑を避けて発明の理解を容易にするために、帯シート１００とヘッダー１３
０の上面のアルミ箔１４を省略する。図（Ｂ）においては、ヘッダー１３０の上面のアル
ミ箔１４を省略する。
【００４８】
　温水マット１０は、施工現場に搬入された後、上述した梱包方法の逆の手順で梱包が解
かれる。また帯シート１００の先端が、温水マット１０の裏から表に出される。このよう
な状態で、温水マット１０がステコンパネ２３の上に広げられる（マット敷設工程）。な
お帯シート１００は、温水マット１０の梱包時にヘッダー１３０の裏面を隠蔽するように
折り返されているので、帯シート１００の先端が温水マット１０の裏から表に出されると
、図５（Ｂ）に示されるように、上に凸（山形）になるようにクセがついている。
【００４９】
　そして、温水マット１０の敷設位置が決定されたら、図５（Ａ）に示されるように、マ
ット基材１１の縁１１ｂから所定の距離の床２０（ステコンパネ２３及び断熱材２２）に
貫通口Ｈが開けられる（開口工程）。この距離は、ヘッダー１３０に接続された温水パイ
プ１３に無理な力が掛かることなく、すなわち最小曲げ半径よりも大きな半径を確保しつ
つ貫通口Ｈから床下に延びることが可能な距離であり、具体的な数値は、施工指示図に規
定されているが、一例を挙げれば、マット基材１１の縁１１ｂから５０ｍｍの箇所に、φ
８０ｍｍの貫通口Ｈを形成する。ただし、床下に根太２１や大引などがある場合は、適宜
ずらした位置に貫通口Ｈが開けられる。
【００５０】
　続いて図６（Ａ）に示されるように、ヘッダー１３０の入口及び出口のキャップ１３１
が外されて、外部配管４０が接続される（外部配管接続工程）。なお、帯シート１００は
、温水マット１０の梱包時にヘッダー１３０の裏面を隠蔽するように折り返されているが
、作業者は、この帯シート１００の先端を温水マット１０の裏から表に出さなければ、ヘ
ッダー１３０に外部配管４０を接続できないので、帯シート１００を表に出し忘れること
がない。
【００５１】
　次に図７（Ａ）に示されるように、マット基材１１の縁１１ｂに合わせてダミーコンパ
ネ２４が敷設される（ダミーコンパネ敷設工程）。ダミーコンパネ２４には、外部配管４
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０の経路を邪魔して外部配管４０を潰すことがないように、切り欠き２４ａが形成されて
いる。
【００５２】
　続いて、図８（Ａ）に示されるようにフローリング材３０が温水マット１０（小根太１
２）の上に順次配置されて、小根太１２に釘５０で固定される（釘打ち工程）。ここで使
用される釘（「フロアネイル」「ステイプル」などとも呼ばれる）は、３０ｍｍ程度のも
のが使用されることが多いが、５０ｍｍ程度の場合もある。
【００５３】
　小根太１２への釘打ちは、図１０（Ａ）に示されるように、オスサネ３０ａに対して斜
めに釘５０が打たれることで行われる。そして図１０（Ｂ）に示されるように、小根太１
２へ釘打ちされたフローリング材３０のオスサネ３０ａに、次の列のフローリング材３０
のメスサネ３０ｂが挿入されてこのフローリング材３０のオスサネ３０ａに釘打ちが行わ
れる。続いて、このフローリング材３０のオスサネ３０ａに、さらに次の列のフローリン
グ材３０のメスサネ３０ｂが挿入されてこのフローリング材３０のオスサネ３０ａに釘打
ちが行われる。こういった作業が順次繰り返される。
【００５４】
　温水マット１０（小根太１２）の上へのフローリング材３０の配置に続いて、図９（Ａ
）に示されるようにフローリング材３０がダミーコンパネ２４の上にも配置されて、ダミ
ーコンパネ２４に釘５０で固定される（釘打ち工程）。
【００５５】
　ここで本発明の作用効果理解を容易にするために、図１１を参照して帯シート１００が
ない（すなわち本実施形態を実施しない）場合に生じうる問題点について説明する。なお
帯シート１００がないが、本実施形態での位置が分かるように破線で記載してある。
【００５６】
　上述したように、釘５０は、３０ｍｍ程度のものが使用されることが多いが、５０ｍｍ
程度の場合もある。いずれにしても、帯シート１００がない（すなわち本実施形態を実施
しない）場合に、闇雲に釘打ちしては、図１１（Ｂ）のＣ部に示されているように、釘５
０が外部配管４０を傷つけるおそれがある。
【００５７】
　これに対して、本実施形態では、施工指示図に規定された位置に貫通口Ｈを開けて外部
配管４０を通した場合に、ダミーコンパネ２４を貫通した釘が外部配管４０を傷つける可
能性がある範囲に「釘打ち禁止」の文字が表示されている。
【００５８】
　詳述すると、図１１は、本実施形態の帯シート１００がない（本願を実施しない）場合
で、切り欠き２４ａがフローリング材３０で隠れている状況にて、ステコンパネ２３上に
フローリング材３０を固定している状況を示す。図１１（Ａ）に示されているように、こ
の状況では、作業者の目からは温水マット１０、切り欠き２４ａはすでに見えないので、
釘打ちは任意の場所に行われる。この結果、釘打ち箇所の下に外部配管４０があった場合
には外部配管４０を傷つけてしまったり、釘により外部配管４０が押されて指定されてい
る最小曲げ半径よりも小さい曲げ半径となってしまうおそれがある。
【００５９】
　これに対して図１２は、本願を実施して、「釘打ち禁止」終端で釘を打った場合を示す
。図１２に示されているように、釘は外部配管４０を傷付けることがない。
【００６０】
　上述の所定長Ｌは、要するにこのような範囲を規定する長さである。具体的には、上述
のように、この実施形態においては、断熱材２２，ステコンパネ２３，ダミーコンパネ２
４の厚みは、略１２ｍｍである。すなわち、断熱材２２，ステコンパネ２３，ダミーコン
パネ２４の厚みの合計は、３６ｍｍである。この上にフローリング材３０を配置して、オ
スサネ３０ａに、斜め４５度の角度で５０ｍｍの釘５０を打っても、図１２（Ｂ）に示さ
れているように、釘５０は、貫通しないので、釘５０が外部配管４０を傷つけるおそれが
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ない。つまり所定長Ｌは、フローリング材３０のオスサネ３０ａに斜め４５度の角度で５
０ｍｍの釘５０を打っても、その釘５０が貫通して露出することがない箇所を設定するた
めの長さである。このように本実施形態は、マット基材１１の縁１１ｂから所定長Ｌまで
「釘打ち禁止」の文字が帯シート１００に表示されているので、釘打ち作業者は、釘打ち
してはいけない範囲を容易に把握でき、そこに釘打ちしないことで、釘で外部配管４０を
傷つけることを回避できるのである。
【００６１】
　また、帯シート１００には、「釘打ち禁止」の下に「配管注意」の文字及び矢印が表示
されている。この「配管注意」は、貫通口Ｈが施工指示図に規定された位置からズラした
位置に開けられた場合に、外部配管４０を傷つける可能性のある箇所を示すものであり、
貫通口Ｈが施工指示図の位置からズレていても、外部配管４０を傷つけないよう注意を喚
起できるのである。
【００６２】
　このように、本実施形態によれば、帯シート１００が設けられているので、釘打ち作業
者は、釘打ちしてはいけない範囲を容易に把握でき、そこに釘打ちしないことで、釘で外
部配管４０を傷つけることを回避できる。また「釘打ち禁止」の下に「配管注意」が表示
されているので、貫通口Ｈが施工指示図に規定された位置からズレた位置に開けられた場
合であっても、外部配管４０を傷つけないよう注意を喚起できるのである。
【００６３】
　図１３は、さらなる作用効果を説明する図である。
【００６４】
　梱包作業者は、上述の通り、図３(Ａ)→図３(Ｂ)→図４(Ａ)→図４(Ｂ)の順で、温水マ
ット１０を梱包するが、図３(Ａ)のように、帯シート１００をマット基材１１の裏に折り
返した後、誤って以下のように折りたたむことがある。
【００６５】
　すなわち、図１３（Ａ）に示されるように、左側マット基材１１Ｌが中央マット基材１
１Ｃに重なるように折り、続いて図１３（Ｂ）に示されるように、右側マット基材１１Ｒ
が左側マット基材１１Ｌに重なるように折る。
【００６６】
　このように誤って折りたたんでしまっても、本実施形態によれば、ヘッダー１３０は、
中央マット基材１１Ｃ及び右側マット基材１１Ｒに対して直接当接するのではなく、帯シ
ート１００を介して当接するので、施工現場への搬送途中に、トラック等の振動によって
ヘッダー１３０が上下に動いても、ヘッダー１３０がアルミ箔を傷つけることはない。
【００６７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、帯シート１００が設けられているので、釘
打ち作業者は、釘打ちしてはいけない範囲を容易に把握でき、そこに釘打ちしないことで
、釘で外部配管４０を傷つけることを回避できる。また「釘打ち禁止」の下に「配管注意
」が表示されているので、貫通口Ｈが施工指示図に規定された位置からズレた位置に開け
られた場合であっても、外部配管４０を傷つけないよう注意を喚起できる。
【００６８】
　また温水マット１０をステコンパネ２３の上に広げると、帯シート１００は、上に凸（
山形）になっているが（図５（Ｂ））、帯シート１００の上にフローリング材３０が配置
していくと、図８（Ｂ）に示されるように、帯シート１００が湾曲していく。このように
帯シート１００が湾曲することで、施工者は「釘打ち禁止」「配管注意」の表示を非常に
見やすい。これによって、さらに注意が喚起される。
【００６９】
　また梱包作業者が、梱包時に折り間違えても、ヘッダー１３０でアルミ箔１４を傷つけ
てしまうことがない。
【００７０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を
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い。
【００７１】
　たとえば、上記説明においては、三つ折りタイプの温水マットを例示して説明したが、
三つ折りしたものをさらに二つ折りする六つ折りタイプの温水マットにも適用可能である
。
【００７２】
　また、上記説明においては、左側マット基材１１Ｌにヘッダー１３０が取り付けられて
いるものを例示して説明したが、右側マット基材１１Ｒや中央マット基材１１Ｃにヘッダ
ー１３０が取り付けられていてもよい。右側マット基材１１Ｒにヘッダー１３０が取り付
けられていている場合は、先に左側マット基材１１Ｌを折って中央マット基材１１Ｃに重
ねてから、右側マット基材１１Ｒを折ることで、ヘッダー１３０がアルミ箔１４に直接当
接することがないので、ヘッダー１３０でアルミ箔１４を傷つけてしまうことがない。ま
た、万一折り順を間違えても、帯シート１００があるので、アルミ箔１４を傷つけない。
中央マット基材１１Ｃにヘッダー１３０が取り付けられていている場合も、帯シート１０
０があるので、ヘッダー１３０がアルミ箔１４に直接当接することがないので、アルミ箔
１４を傷つけない。
【００７３】
　ヘッダー１３０の上面のアルミ箔１４の有無は問わない。ヘッダー１３０の上面のアル
ミ箔の上に帯シート１００を設けてもかまわないし、ヘッダー１３０の上面のアルミ箔無
しに帯シート１００を設けてもかまわない。さらにヘッダー１３０の上面のアルミ箔を長
くして帯シート１００としてもかまわない。
【００７４】
　帯シート１００の材質自体も問わない。すなわち、帯シート１００を紙材質としても良
いし、ヘッダー１３０の上面のアルミ箔１４を長くして帯シート１００とする場合には、
帯シート１００の材質はアルミ箔であっても良い。
【００７５】
　なお上記実施形態は、適宜組み合わせ可能である。
【符号の説明】
【００７６】
　１０　床暖房用温水マット
　１１　マット基材
　１１ａ　埋込み溝
　１２　小根太
　１３　温水パイプ（内蔵配管）
　１４　アルミ箔（被覆材）
　２０　床
　２３ａ　貫通口
　２４　ダミーコンパネ（コンパネ）
　３０　フローリング材
　４０　外部配管
　１００　帯シート
　１３０　ヘッダー
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】
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